
　第 10 号　平成 20 年２月１日 発行 桜川市議会だより　

　
真
壁
中
央
公
民
館
の
建
て
か
え
に
伴

う
︵
仮
称
︶
多
目
的
複
合
施
設
建
設
事
業

に
つ
い
て
、
十
二
月
十
四
日
に
公
募
型

プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
第
二
次
公
開
審
査
会
が

あ
り
、
東
京
都
港
区
の﹁
設
計
組
織
Ａ
Ｄ

Ｈ
﹂
の
提
案
が
最
優
秀
作
品
に
選
ば
れ
、

設
計
業
者
に
決
定
し
ま
し
た
。

　
同
施
設
の
建
設
に
あ
た
っ
て
は
、
市

民
団
体
か
ら
敷
地
内
に
あ
る
公
園
の
存

続
を
求
め
る
陳
情
書
も
提
出
さ
れ
、
議

会
で
は
、
文
教
常
任
委
員
会
や
四
常
任

委
員
会
合
同
委
員
会
を
開
き
、
協
議
を

重
ね
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
委
員
会
で
は
、
各
議
員
よ
り
、
市
民
の

岩瀬駅前駐車場
　月額4,000円　１日１回300円

大和駅前駐車場　　　（岩瀬駅前駐車場の料金に統一）

　議会では、駐車場の管理体制や舗装工事の周知徹

底、送迎の車のスペース等について質疑があり、これ

に対し、「管理は民間に委託する予定で、利用者への

周知は市広報などを通して２月・３月に行い、送迎車

については、待避所的なスペースを設ける方向で検討

している」との答弁がありました。

　大和駅前駐車場が、管理委託料と借地料で有料とな

るのは利用者から抵抗があると思われますが、駅の管

理も含め500万円弱の経費がかかっており、利用者

にも応分の負担をしていただき、市の負担を減らすこ

とも必要であるとの考えから可決しました。

意
見
を
よ
く
聞
く
こ
と
、
町
並
み
景
観

と
の
整
合
性
、
そ
し
て
何
よ
り
将
来
の

子
ど
も
た
ち
の
負
担
に
な
ら
な
い
よ
う

な
施
設
と
す
べ
き
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

角
度
か
ら
意
見
や
要
望
が
出
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
に
対
し
、
執
行
部
で
は
一
月

に
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
︵
意
見
公

募
︶
を
実
施
し
、
出
さ
れ
た
意
見
を
基

本
設
計
に
反
映
し
て
い
く
と
の
こ
と
で

す
。

　
こ
の
施
設
建
設
に
つ
い
て
は
、
十
二

月
定
例
会
に
お
い
て
も
、
四
人
の
議
員

が
一
般
質
問
を
行
い
ま
し
た
。
そ
ち
ら

の
内
容
も
あ
わ
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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一般質問…
6名の議員が登壇

プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
︵
※
︶
で
設
計
者

を
選
定
し
、
具
体
的
な
設
計
が
設
計

者
と
発
注
者
と
の
共
同
作
業
で
進
め
ら
れ

て
い
く
と
き
、﹁
住
民
主
役
﹂
の
ま
ち
づ
く

り
の
観
点
か
ら
、
主
役
で
あ
る
市
民
が
共

同
作
業
の
中
に
入
っ
て
初
め
て
質
の
高
い

建
築
設
計
が
可
能
に
な
る
と
思
う
が
、
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

市
長
　
市
民
の
声
を
大
切
に
し
、
設

計
者
と
執
行
部
側
、
市
民
が
一
体
と

な
っ
て
い
ろ
い
ろ
議
論
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

ま
と
め
⋯
二
十
年
後
、
今
の
子
ど
も
た

ち
が
﹁
あ
っ
て
よ
か
っ
た
﹂
と
思
う
、
質
の

よ
い
も
の
を
残
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

強
く
感
じ
ま
す
。

開
か
れ
た
市
政
？
　
庁
舎
窓
口
業

務
の
あ
り
方
に
つ
い
て

職
員
が
何
人
も
い
る
の
に
、
窓
口
で

す
ぐ
に
対
応
し
て
く
れ
な
い
。
ま
た
、

銀
行
や
郵
便
局
で
は
机
の
上
に
コ
ー
ヒ
ー

カ
ッ
プ
や
湯
飲
み
は
見
え
な
い
が
、
役
所

で
は
置
か
れ
て
い
る
。
民
間
で
で
き
て
い

て
公
の
機
関
で
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

は
な
い
と
思
う
の
で
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
と

い
う
基
本
か
ら
考
え
て
是
正
し
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
う
。

市
長
公
室
長
　
今
後
、
接
客
等
の
職

員
研
修
を
充
実
さ
せ
、
職
員
一
人
ひ

と
り
の
意
識
改
革
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

風野和視 議員

︵
仮
称
︶
多
目
的
複
合
施
設
建
設

住
民
の
意
向
を
取
り
入
れ
た

建
設
に
な
る
の
か

学
童
保
育
の
時
間
延
長
と
全
児
童
の

受
け
入
れ
に
つ
い
て
、
市
の
考
え
は
。

市
長
　
保
護
者
が
午
後
六
時
ま
で
に

迎
え
に
来
ら
れ
な
い
場
合
は
、
時
間

を
延
長
し
柔
軟
に
対
応
し
て
い
ま
す
。
全

児
童
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
は
、
国
が
進

め
る
放
課
後
子
ど
も
プ
ラ
ン
︵
※
︶
を
取
り

入
れ
る
よ
う
協
議
し
て
ま
い
り
た
い
と
思

い
ま
す
。

い
じ
め
問
題
に
つ
い
て

い
じ
め
に
つ
い
て
市
は
ど
の
よ
う
な

対
策
を
と
っ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
い

じ
め
が
あ
っ
た
場
合
の
対
応
は
。

教
育
長
　
各
校
に
毎
月
初
め
に
状
況

報
告
書
を
求
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
各

校
の
生
徒
指
導
主
事
を
対
象
に
、
年
三
回

の
連
絡
協
議
会
を
開
催
し
て
お
り
ま
す
。

い
じ
め
が
あ
っ
た
場
合
は
、
緊
急
に
臨
時

生
徒
指
導
部
会
を
開
い
て
事
実
の
確
認
を

行
い
、
い
じ
め
た
側
に
は
厳
し
く
指
導
す

る
と
と
も
に
謝
罪
さ
せ
、
双
方
の
保
護
者

に
詳
し
く
事
情
を
説
明
い
た
し
ま
す
。

食
育
に
つ
い
て

朝
食
を
と
ら
ず
に
学
校
に
行
く
子
ど

も
た
ち
が
増
え
て
い
る
。
朝
食
に
つ

い
て
の
指
導
は
ど
の
よ
う
に
し
て
い
る
の

か
。

教
育
次
長
　
児
童
生
徒
及
び
保
護
者

か
ら
、
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
食
育
の

意
識
調
査
を
行
い
、
食
育
プ
ラ
ン
を
考
案

し
推
進
を
図
っ
て

ま
い
り
ま
す
。

古川静子 議員

学
童
保
育
、
時
間
延
長
の

考
え
は

公開で行われたプロポーザル第２次審査会

印があるものは内容を掲載しています

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

 

・
市
長
等
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
︵
３
件
︶

桜
川
市
市
民
憲
章
の
制
定
に
つ
い
て

市
の
花
、
木
及
び
鳥
の
指
定
に
つ
い
て

桜
川
市
行
政
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

桜
川
市
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及

び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例桜
川
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

桜
川
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

桜
川
市
営
駐
車
場
及
び
自
転
車
置
場
の
設
置
管
理
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

桜
川
市
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

字
の
区
域
変
更
に
つ
い
て

平
成
19
年
度
桜
川
市
補
正
予
算

 

・
一
般
会
計
︵
第
３
号
︶

 

・
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
︵
第
２
号
︶

 

・
農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計
︵
第
１
号
︶

 

・
公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計
︵
第
２
号
︶

 

・
介
護
保
険
特
別
会
計
︵
第
２
号
︶

 

・
野
外
趣
味
活
動
施
設
特
別
会
計
︵
第
２
号
︶

 

・
岩
瀬
水
道
事
業
会
計
︵
第
２
号
︶

 

・
真
壁
水
道
事
業
会
計
︵
第
２
号
︶

 

・
大
和
水
道
事
業
会
計
︵
第
２
号
︶

土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
つ
い
て

請
願
・
陳
情
に
つ
い
て

・﹁
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
見
直
し
﹂
の
意
見

書
提
出
を
求
め
る
請
願

・﹁
真
壁
中
央
公
園
保
存
﹂
に
関
す
る
陳
情
書

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
見
直
し
を
求
め
る
意
見
書

慎
重
審
議
の
結
果
、
す
べ
て
の
議
案
を

承
認
・
可
決
・
採
択
と
し
ま
し
た
。

　桜川市ではレストハウスみかげの経営状態が悪く、これまで議会でも何度か質問がありまし

たが、民間のノウハウを活かし、多くの市民に親しまれる施設になることが期待されます。

　
平
成
十
五
年
六
月
に
地
方
自
治
法
が
改
正
さ

れ
、
多
様
化
す
る
市
民
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た

め
、
公
の
施
設
を
民
間
事
業
者
が
管
理
運
営
で

き
る
指
定
管
理
者
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
定
例
会
で
は
、
左
記
施
設
の
指
定
管
理
者

が
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　　　　施 設 の 名 称 　　指 定 管 理 者 　　指 定 の 期 間

桜川市岩瀬福祉センター 桜川市社会福祉協議会 H20.4.1〜H25.3.31

桜川市真壁福祉センター 桜川市社会福祉協議会 H20.4.1〜H25.3.31

桜川市真壁農村高齢者センター 第100区 東山田 H20.4.1〜H25.3.31

桜川市真壁野外趣味活動施設
有限会社 島田造園土木 H20.4.1〜H23.3.31

（レストハウスみかげ）

※プロポーザル方式…建築設計の委託業者を選定する際、技術力や経験、当該建築等に対する考え方などを含めた

　　　　　　　　　　　プロポーザル（提案書）を提出させ、公正に評価して設計者を選ぶ方式です。

※
放
課
後
子
ど
も
プ
ラ
ン
ῼ
平
成
十
九
年
度

よ
り
ス
タ
ῴ
ト
し
た
事
業
で
Ὶ
放
課
後
や
週
末

等
の
子
ど
も
た
ち
の
適
切
な
遊
び
や
生
活
の
場

を
確
保
し
た
り
Ὶ
小
学
校
の
余
裕
教
室
な
ど
を

活
用
し
て
Ὶ
地
域
の
方
々
の
参
画
を
得
な
が
ら
Ὶ

学
習
や
ス
ポ
ῴ
ツ
・
文
化
活
動
Ὶ
地
域
住
民
と

の
交
流
活
動
な
ど
の
取
り
組
み
を
実
施
し
ま
す
Ί


